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◆ 転倒災害の予防対策は、十分かつ効果的に進んでいますか？ 

高齢化に伴い、50 代以上の転倒災害（特に女性で多発）が顕著になって

います。若い世代でも運動不足が目立ち、筋力の衰え、ダイエット等によ

り骨密度の低下や骨粗鬆など、転倒の際に、ケガの程度を重くする要素が

加わっているように感じます。若いうちからの適度な運動の継続が転倒に

強い体づくりに役立ちます。 

まずは、自分の体力の状況を把握するところから始めてみましょう！ 

さあ、今からでも遅くはありませんよ！ 

● 熱中症予防のため、まずは、食事、睡眠をしっかりとりましょう！朝食抜きはキケン！ 

食事：エネルギー、水分、塩分等のミネラル補給 

睡眠：疲労の回復（十分な睡眠で疲れを翌日に残さない） 

● 基礎疾患（高血圧、糖尿病、心疾患、腎不全など）のある方は特に注意が必要です。 

治療のため処方箋を服用している方は、日々の体調管理をしっかりと行いましょう！ 

● 二日酔いは高リスク要因です。飲みすぎは夜更かしにもつながるので要注意！ 

次の日の始業時刻や作業のことを考え、適量を楽しみましょう。 

アルコール分解に必要な時間＝アルコール量（ℊ）÷（体重×0.1） 

● 作業の合間の 「水分補給・塩分補給」 は、細やかに、積極的に！ 

喉の渇きを感じる前に飲むと熱中症予防効果が上がります。 

お茶、水、炭酸飲料では、必要なミネラルが補給できません。 

● 熱中症は進行性です。様子がおかしい場合は、ためらわず直ちに病院へ！ 

声掛けに応じない、水分を自力で取れない時は超キケン！ 

熱中症に関する資料はこちらをご参照 

「盛岡監督署からのお知らせ」 ➡ 熱中症を予防しよう 

かわら版 盛岡労働基準監督署からのお知らせ 

令和 5 年 6 月 

高める意識と安全行動  

築こうみんなのゼロ災職場 

第 96 回全国安全週間が始まります。 

準備期間（6/1～31）に実施すること 

本期間（7/1～７）に実施すること、 

すでに準備は万全ですか。 

全国安全週間を契機に、一人ひとりが

「安全について考える」ことができる

よう、創意工夫を凝らし、積極的な取り

組みをお願いいたします。 

全 国 安 全 週 間 が 始 ま り ま す ！  

令和５年度「全国安全週間」スローガン 

安全週間 

厚生労働省ホームページ 

高齢者の安全対策 検索 

各種リーフレット、転倒・腰痛予防「いきいき健康体操」 

などご活用ください。 

「エイジフレンドリーガイドライン」＋「ロコチェック」で転倒災害を予防しよう！ 

熱中症予防対策  万全ですか？！  

  一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります 

→「転びの予防 体力チェック」「ロコチェック」をご覧ください 

  特に、女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します 

→市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう 

  現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも 

→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こり 

やすい箇所は？」（内閣府ウェブサイト） 

転びの予防体
力チェック 

ロコチェック 

内閣府ウェブサイト 
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労働保険の年度更新が始まっています！  
窓口が混みだす前に手続きを済ませましょう。  

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120835.html 

呼吸用保護具 フィットテスト測定機器購入補助金 

 
● 労働安全衛生法の新たな化学物質規制の導入に伴い、令和６年４月

から作業環境測定結果が第三管理区分から改善することが困難な作業場

所がある事業場に対する措置が強化され、有害化学物質等のばく露を防

止する観点から、呼吸用保護具が適切に装着されているかを確認するため

のフィットテストの実施が義務付けられることとなりました。 

● この義務化を控え、事業者からの求めに応じてフィットテストを行おうとする

労働衛生機関が定量的フィットテスト測定機器を購入するに当たり、経費の

一部が補助されます。この機会にぜひお申し込みください。 

【お問い合わせ先】 

（公社）全国労働衛生団体連合会（全衛連） 

申請書類等の入手  http://www.zeneiren.or.jp 

相談等  ℡ 03-6453-9969  (平日 午前９時～午後 5 時) 

労働保険関係の手続等は
こちらを参照➡ 

年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や

労働基準監督署への郵送、または「電子申請」でも

受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告するこ

とができます。 

化学 物 質対 策 を進 めま し ょう ！  ６月は「第30 回男女雇用機会均等月間」です 

 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所 

(一社)全国労働保険事務組合連合会・全国社会保険労務士連合会 

厚生労働省では、毎年６月を「男女雇用機会均等月間」と

定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実

現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクシ

ョン」への社会一般の認識を深める機会としています。 

特に男女雇用機会均等法が施行されてから 30年を迎える本年は、

依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、

社会的な問題となっている妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い

（マタニティハラスメント、通称マタハラ）の禁止について『職場の

マタハラでつらい思い、していませんか？～ 

「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室

にご相談下さい！～』を月間のテーマとして、

均等法令などのより一層の周知徹底に取り組む

こととしています。 

職場のマタハラでつらい思い、していませんか？ 

「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい！ 

(プレスリリース記事) 

関係資料はこちら➡ 

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください ➡ 
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ 
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